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 町田市教育委員会会計年度任用職員の報酬に関する規程の 

一部を改正する規程について 

 

 

上記の議案を提出する。  
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（提案理由説明）  

本件は、常勤職員の給与との権衡を考慮して、会計年度任用職

員の報酬を増額するため、改正するものです。  



別紙のとおり、町田市教育委員会会計年度任用職員の報酬に関する規程を一部改正

したい。 

なお、改正の概要は、次のとおりです。 

１ 改正理由 

常勤職員の給与との権衡を考慮して、会計年度任用職員の報酬を増額するため、

改正するものです。 

２ 改正内容 

会計年度業務職員及び会計年度補助職員（一般事務、一般労務、保育補助員及び

生活指導補助員を除く。）の勤務１時間当たりの報酬の額をそれぞれ７０円増額し

ます。（別表関係） 

３ 施行期日 

公表の日から施行し、２０２５年４月１日から適用します。 

４ 補足説明 

会計年度補助職員のうち、一般事務、一般労務、保育補助員及び生活指導補助員

の勤務１時間当たりの報酬の額については、２０２５年１０月１日付けで増額の改

定を行っているため、今回は改定を行いません。 



町田市教育委員会会計年度任用職員の報酬に関する規程の一部を改正する規程 

町田市教育委員会会計年度任用職員の報酬に関する規程（令和２年３月町田市教育

委員会規程第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種別 職種 勤務１時間当

たりの報酬の

額 

会計年度

業務職員

（町田市

会計年度

任用職員

の任用等

に関する

規則（令

和２年２

月町田市

規則第４

号）第２

条第１号

に掲げる

会計年度

業務職員

をいう。） 

一般事務 １，７３０円 

図書館専門員 １，８３０円 

一般労務 １，７３０円 

特任給食調理員 １，８３０円 

学校養護員 １，７３０円 

栄養士 １，７３０円 

造園技術 １，７３０円 

土木技術 １，７３０円 

建築技術 １，７３０円 

保育士 １，７３０円 

学芸員 １，９３０円 

精神保健福祉士 １，９３０円 

看護師 １，９８０円 

歯科衛生士 １，９８０円 

臨床心理士 ２，０８０円 

薬剤師 ２，０８０円 

助産師 ２，０８０円 

保健師 ２，０８０円 

管理栄養士 ２，０８０円 

Ｍａｃｈｉｄａ

 Ｅｎｇｌｉｓ

２，５８０円 

種別 職種 勤務１時間当

たりの報酬の

額 

会計年度

業務職員

（町田市

会計年度

任用職員

の任用等

に関する

規則（令

和２年２

月町田市

規則第４

号）第２

条第１号

に掲げる

会計年度

業務職員

をいう。） 

一般事務 １，６６０円 

図書館専門員 １，７６０円 

一般労務 １，６６０円 

特任給食調理員 １，７６０円 

学校養護員 １，６６０円 

栄養士 １，６６０円 

造園技術 １，６６０円 

土木技術 １，６６０円 

建築技術 １，６６０円 

保育士 １，６６０円 

学芸員 １，８６０円 

精神保健福祉士 １，８６０円 

看護師 １，９１０円 

歯科衛生士 １，９１０円 

臨床心理士 ２，０１０円 

薬剤師 ２，０１０円 

助産師 ２，０１０円 

保健師 ２，０１０円 

管理栄養士 ２，０１０円 

Ｍａｃｈｉｄａ

 Ｅｎｇｌｉｓ

２，５１０円 



ｈ Ｐｒｏｍｏ

ｔｉｏｎ Ｓｔ

ａｆｆ 

ＩＣＴ授業支援

員 

２，５８０円 

特別支援教育支

援員 

１，３８０円 

相談員 １，７３０円 

指導員 １，７３０円 

部活動指導員 １，７８０円 

教育相談員 ２，０８０円 

特別支援教育ア

ドバイザー 

２，４００円 

就学相談アドバ

イザー 

２，４００円 

スクールソーシ

ャルワーカー 

２，１８０円 

専任教育相談員 ２，２３０円 

スクールカウン

セラー 

２，２３０円 

教育専門職員 ２，３８０円 

会計年度

補助職員

（町田市

会計年度

任用職員

の任用等

に関する

規則第２

条第２号

に掲げる

会計年度

補助職員

をいう。） 

略 略 

自動車運転補助

員 

１，３３０円 

略 略 

保育士（補助） １，３１０円 

栄養士（補助） １，３３０円 

管理栄養士（補

助） 

１，６３０円 

学芸員（補助） １，７３０円 

看護師（補助） １，８３０円 

歯科衛生士（補

助） 

１，８３０円 

ｈ Ｐｒｏｍｏ

ｔｉｏｎ Ｓｔ

ａｆｆ 

ＩＣＴ授業支援

員 

２，５１０円 

特別支援教育支

援員 

１，３１０円 

相談員 １，６６０円 

指導員 １，６６０円 

部活動指導員 １，７１０円 

教育相談員 ２，０１０円 

特別支援教育ア

ドバイザー 

２，３３０円 

就学相談アドバ

イザー 

２，３３０円 

スクールソーシ

ャルワーカー 

２，１１０円 

専任教育相談員 ２，１６０円 

スクールカウン

セラー 

２，１６０円 

教育専門職員 ２，３１０円 

会計年度

補助職員

（町田市

会計年度

任用職員

の任用等

に関する

規則第２

条第２号

に掲げる

会計年度

補助職員

をいう。） 

略 略 

自動車運転補助

員 

１，２６０円 

略 略 

保育士（補助） １，２４０円 

栄養士（補助） １，２６０円 

管理栄養士（補

助） 

１，５６０円 

学芸員（補助） １，６６０円 

看護師（補助） １，７６０円 

歯科衛生士（補

助） 

１，７６０円 



臨床心理士（補

助） 

１，９３０円 

助産師（補助） １，９３０円 

保健師（補助） １，９３０円 

略 略 

柔道指導補助員 １，３３０円 
 

臨床心理士（補

助） 

１，８６０円 

助産師（補助） １，８６０円 

保健師（補助） １，８６０円 

略 略 

柔道指導補助員 １，２６０円 
  

附 則 

 （施行期日等） 

１ この規程は、公表の日から施行し、改正後の町田市教育委員会会計年度任用職員

の報酬に関する規程（以下「新規程」という。）の規定は、令和７年４月１日から適

用する。 

 （報酬の内払） 

２ 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の町田市教育委

員会会計年度任用職員の報酬に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた報

酬は、新規程の規定による報酬の内払とみなす。 
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